
議題（２） 地域医療介護総合確保基金（医療分）について 

 

ア これまでの分野別、地域別の活用状況について 

(ｱ) 分野別活用状況 

ａ 当基金における事業の分野 

事業区分Ⅰ：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業区分Ⅱ：居宅等における医療の提供に関する事業 

事業区分Ⅲ：医療従事者の確保に関する事業 

【参考】 

国が示す標準的な事業例・・・・・・・・・・・【別紙１】 

 

ｂ 積立額       （単位：百万円） 

事業区分 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 合計 

Ⅰ - 2,889 2,000 2,002 11 6,903 

Ⅱ 643 476 108 100 179 1,506 

Ⅲ 3,207 576 1,562 1,330 1,622 8,296 

計 3,850 3,941 3,670 3,432 1,812 16,705 

※ R元年度（要求ベース） 

Ⅰ：8百万円、Ⅱ：259百万円、Ⅲ：1,553百万円、計 1,820百万円 

 

ｃ 分野別の執行状況      （単位：百万円） 

事業区分 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 計 
平成 30年 
度末残高 

Ⅰ - 83 1,452 837 561 2,933 3,979 

Ⅱ 98 352 255 260 275 1,240 267 

Ⅲ 1,182 1,411 1,925 1,787 1,476 7,781 530 

計 1,280 1,846 3,633 2,884 2,312 11,954 4,776 

※ R元年度（当初予算額） 

Ⅰ：1,769百万円、Ⅱ：297百万円、Ⅲ：1,553百万円、計 3,619百万円 

【参考】 

神奈川県県計画に位置付けた事業の概要・・・・・【別紙２】 

 

(ｲ) 地域別の活用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙３】 

 

  

資料６ 



【参考１】国の予算額及び都道府県への配分方針等 

○ 予算額（公費（＝国 2/3+地方 1/3）ベース） 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R元年度 

544億円 904億円 904億円 904億円 934億円 1,034億円 

○ 都道府県への配分方針等 

・ 事業区分Ⅰに重点（H30 年度は 500 億円以上、R 元年度は 570 億円以上） 

・ 配分後の事業区分間の流用は不可 

 

イ 今後の活用の方向性について 

(ｱ) 事業区分Ⅰの活用促進 

○ 国が示す標準的な事業例では、事業区分Ⅰは、主に施設・設備等の整備に用

いることが想定されているが、国が事業区分Ⅰに重点を置いて配分を行う中で、

本県では、将来の需要も想定して積立を進めてきた。 

○ しかし、ハード面の整備を進めるにあたっては、人材の確保・育成など、ソ

フト面の対応も必要となることなどから、計画と実績の間に乖離が生じている。 

○ 一方で、地域医療構想の実現に向けて病床機能の分化・連携に資するものであ

れば、ソフト事業も含め、標準的な事業例に掲げられた事業以外にも活用が可能。 

〇 今後は、現在県で策定中の「神奈川県地域医療介護連携ネットワーク構築ガイ

ドライン（仮称）」をふまえて構築するネットワークへの支援策も検討する。 

○ 引き続き、地域医療構想調整会議等において御意見を伺いながら、事業区分

Ⅰについて基金事業としての事業化を目指すこととしたい。 

【参考】 

他県の事業区分Ⅰの活用事例（H29年度計画）・・・・・【別紙４】 

(ｲ) 地域の実情に応じた基金（全事業区分）の効果的な活用の促進 

○ 当基金は、地域医療構想における構想区域ごとの実情に応じた施策を講じる

ことが可能。 

○ 地域の実情に応じた施策を検討するためには、事業アイデアの募集を通じて

広く御意見を伺うことに加え、地域ごとに御意見を伺うことが重要。 

○ そこで、地域医療構想調整会議等において御意見を伺い、地域課題の解決に

に向けた方策を検討し、事業区分Ⅱ・Ⅲも含め、基金事業としての事業化を目

指すこととしたい。 

【参考２】国への提案について 

本県では、国に対して、「事業区分Ⅱ及びⅢにも十分な額を配分すること」

や、「事業区分間の融通を認めること」などを求める提案を行っており、配

分方針に本県の実情が反映されるよう、今後も提案を行っていく方針。 
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事業の概要

1 ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備

病院・診療所間の切れ目のない医療情報連携を可能とするため、医療
機関相互のネットワーク構築を図るとともに、津波などによる診療情
報流出防止の観点から、防災上安全な地域にデータサーバーを設置
し、診療情報等のデータを当該サーバーに標準的な形式で保存するこ
とができるよう設備の整備を行う。

2

精神科長期療養患者の地域移行を進め、医療機
関の病床削減に資するため、精神科医療機関の病
床のデイケア施設や地域生活支援のための事業
への移行を促進するための施設・設備整備

精神科医療機関の機能分化を進める観点から、病床を外来施設やデイ
ケア施設等新たな用途に供するための改修又は施設・設備の整備を行
う。

3
がんの医療体制における空白地域の施設・設備整
備

がん診療連携拠点病院の存在しない二次医療圏において、新たに設置
する「地域がん診療病院」に対して、新たに整備する放射線機器や検
査室等の整備を行う。

4
地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の
患者に対する歯科保健医療の推進

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口
腔機能の向上を図るため、病棟・外来に歯科医師及び歯科衛生士を配
置又は派遣し、患者の口腔管理を行う。また、病院内の退院時支援を
行う部署(地域医療連携室等)等に歯科医師及び歯科衛生士を配置又は
派遣し、退院時の歯科診療所の紹介等を行うための運営費に対する支
援を行う。

5 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域にお
いて総合的に確保するため、病床の機能分化、連携を推進するための
施設・設備の整備を行う。

6
妊産婦の多様なニーズに応えるための院内助産
所・助産師外来の施設・設備整備

院内助産所や助産師外来を開設しようとする産科を有する病院・診療
所の増改築・改修や、体制整備に必要な備品の設置に対する支援を行
う。

国が示す標準的な事業例

標準事業例事業区分

Ⅰ
 
病
床
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（１）医療提供体制の
改革に向けた施設・
設備の整備　等

別紙１
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事業の概要標準事業例事業区分

7 在宅医療の実施に係る拠点の整備

市町村及び地域の医師会が主体となって、在宅患者の日常療養生活の
支援・看取りのために、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師が連携
し、医療側から介護側へ支援するための在宅医療連携拠点を整備する
ことにかかる経費に対する支援を行う。

8 在宅医療に係る医療連携体制の運営

支援在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病院との
医療連携体制の運営に係る人件費（調整等を図るための人員雇用分
等）や会議費などに対する支援を行う。

9 在宅医療推進協議会の設置・運営

県内の在宅医療の推進を図るため、在宅医療関係者等で構成する多職
種協働による「在宅医療推進協議会」の設置。訪問看護に関する課
題、対策等を検討するため訪問看護関係者で構成する「訪問看護推進
協議会」を設置し、保健所における圏域連携会議の開催を促進する。
上記協議会を開催するための会議費、諸謝金等に対する支援を行う。

10
在宅医療の人材育成基盤を整備するための研修
の実施

在宅医療に取り組む病院関係者への理解を深めるために「在宅医療導
入研修」を実施する。また、在宅医療関係者の多職種連携研修や各専
門職の質の向上に資する研修、在宅医療・介護の連携を担うコーディ
ネーターを育成するための研修、地域包括ケア体制の構築・推進を担
う保健師（市町村主管部門、保健所等）に対する研修の実施に必要な
経費に対する支援を行う。

11
かかりつけ医育成のための研修やかかりつけ医を
持つことに対する普及・啓発

かかりつけ医の普及定着を推進するため、地域医師会等における、医
師に対する研修や、住民に対する広報活動に対する支援を行う。

12
訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の
実施

訪問看護の安定的な提供体制を整備するための機能強化型訪問看護ス
テーションの設置支援等、訪問看護の人材育成及び人材確保を推進す
るための退院調整研修や人事交流派遣支援等、訪問看護の認知度を高
め、訪問看護の役割を地域に浸透させるための講演会等を実施する。
上記の研修等の実施に必要な経費に対する支援を行う。

13
認知症ケアパスや入退院時の連携パスの作成など
認知症ケア等に関する医療介護連携体制の構築

認知症への対応など多職種間の連携を図るため、認知症専門医の指導
の下、地域の医療と介護の連携の場を設け、各地域における認知症ケ
アの流れ（認知症ケアパス）等の検討を支援する。

14
認知症疾患医療センター診療所型における鑑別診
断の実施

認知症疾患医療センターの一類型として指定された診療所が、他医療
機関とネットワークを構築し、認知症の鑑別診断につなげるための経
費に対する支援を行う。

15
早期退院・地域定着支援のため精神科医療機関内
の委員会への地域援助事業者の参画支援等

精神科医療機関の院内委員会へ入院患者本人や家族からの相談に応じ
必要な情報提供を行う相談支援事業者等を招聘するなど、地域におけ
る医療と福祉の連携体制を整備するための経費に対する支援を行う。

（１）在宅医療を支え
る体制整備　等
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事業の概要標準事業例事業区分

16 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備

在宅歯科医療を推進するため、都道府県歯科医師会等に在宅歯科医療
連携室を設置し、在宅歯科医療希望者の歯科診療所の照会、在宅歯科
医療等に関する相談、在宅歯科医療を実施しようとする医療機関に対
する歯科医療機器等の貸出の実施にかかる運営費等に対する支援を行
う

17
在宅歯科医療連携室と在宅医療連携拠点や地域
包括支援センター等との連携の推進

現在、都道府県歯科医師会等に設置されている在宅歯科医療連携室を
都道府県単位だけでなく、二次医療圏単位や市町村単位へ拡充して設
置し、在宅医療連携拠点、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、
在宅療養支援歯科診療所、地域包括支援センター等と連携し、在宅歯
科医療希望者の歯科診療所の照会、在宅歯科医療等に関する相談、在
宅歯科医療を実施しようとする医療機関に対する歯科医療機器等の貸
出にかかる運営費等に対する支援を行う。

18
在宅で療養する疾患を有する者に対する歯科保健
医療を実施

するための研修の実施在宅で療養する難病や認知症等の疾患を有する
者に対する歯科保健医療を実施するため、歯科医師、歯科衛生士を対
象とした、当該疾患に対する知識や歯科治療技術等の研修の実施に必
要な経費の支援を行う。

19 在宅歯科医療を実施するための設備整備
在宅歯科医療を実施する医療機関に対して在宅歯科医療の実施に必要
となる、訪問歯科診療車や在宅歯科医療機器、安心・安全な在宅歯科
医療実施のための機器等の購入を支援する。

20 在宅歯科患者搬送車の設備整備

在宅歯科医療を実施する歯科医療機関（在宅療養支援歯科診療所等）
でカバーできない空白地域の患者に対して必要な医療が実施できるよ
う、地域で拠点となる病院等を中心とした搬送体制を整備する。

21 在宅歯科医療を実施するための人材の確保支援
在宅歯科医療を実施する歯科診療所の後方支援を行う病院歯科等の歯
科医師、歯科衛生士の確保を行う。

22
訪問薬剤管理指導を行おうとする薬局への研修や
実施している薬局の周知

これまで訪問薬剤管理指導に取り組んだ経験のない薬局に対して地域
薬剤師会が行う研修の実施を支援する。また、患者が入院から在宅療
養へ円滑に移行するために、地域薬剤師会が訪問薬剤管理指導を実施
している薬局の周知・紹介を行うことを支援する。

23
在宅医療における衛生材料等の円滑供給の体制
整備

在宅医療における衛生材料・医療材料の供給を円滑に行うため、地域
で使用する衛生材料等の規格・品目統一等に関する協議を地域の関係
者間（地域医師会、地域薬剤師会、訪問看護ステーション等）で行う
とともに、地域で使用する衛生材料等の供給拠点となる薬局が設備整
備を行うことを支援する。

24
終末期医療に必要な医療用麻薬の円滑供給の支
援

人生の最終段階の医療の実施に当たり、疼痛コントロールが円滑にで
きるようにするため、地域で使用する医療用麻薬について、地域の関
係者間（地域医師会、地域薬剤師会、訪問看護ステーション等）で品
目・規格統一等に関する協議等を実施することを支援する。

Ⅱ
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（２）在宅医療（歯科）
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を推進するために必
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事業の概要標準事業例事業区分

25
地域医療支援センターの運営（地域枠に係る修学
資金の貸与事業、無料職業紹介事業、定年退職後
の医師の活用事業を含む）

地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に、医師不足
病院への医師の配置等を行うための地域医療支援センターの運営に必
要な経費に対する支援を行う。

26
医師不足地域の医療機関への医師派遣体制の構
築

医療資源の重点的かつ効率的な配置を図ってもなお医師の確保が困難
な地域において、都道府県が地域医療対策協議会における議論を踏ま
え、医師派遣等を行う医療機関の運営等に対する支援を行う。

27 地域医療対策協議会における調整経費

地域医療対策協議会で定める施策について、計画の進捗及び達成状況
を関係者間において検証し、次の施策へつなげるための調整を行う。

28
産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確
保支援

産科医、救急医、新生児医療担当医等の確保を図るため、これらの医
師の処遇改善に取り組む医療機関を支援する。また、精神保健指定医
の公務員としての業務や地域の精神科救急医療体制の確保のための精
神科医確保に協力する医療機関の運営等に対する支援を行う。

29 小児専門医等の確保のための研修の実施

医療機関において、小児の救急・集中治療に習熟した小児科医や看護
師の数が不足している状況にあることから、専門性の高い医療従事者
の確保のための研修の実施を支援する。

30
救急や内科をはじめとする小児科以外の医師等を
対象とした小児救急に関する研修の実施

地域医師会等において、地域の小児救急医療体制の補強及び質の向上
を図るため、地域の救急医や内科医等の医療従事者を対象とした小児
救急に関する研修の実施を支援する。

31
医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の
実施

医科・歯科連携を推進するため、がん患者、糖尿病患者等と歯科との
関連に係る研修会を開催し、疾病予防・疾病の早期治療等に有用な医
科・歯科の連携に関する研修会の実施にかかる支援を行う。

32 女性医師等の離職防止や再就業の促進

出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える女性医師等のための受
付・相談窓口の設置・運営、復職研修や就労環境改善の取組を行うた
めの経費に対する支援を行う。

33
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の確保対策の
推進

歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士を確保するため、出産・育児等の
一定期間の離職により再就職に不安を抱える女性歯科医師等に対する
必要な相談、研修等を行うための経費に対する支援を行う。また、今
後、歯科衛生士、歯科技工士を目指す学生への就学支援を行う。

34 女性薬剤師等の復職支援

病院・薬局等での勤務経験がある薬剤師（特に女性）の復職支援を促
進するため、地域薬剤師会において、地域の病院・薬局等と連携した
復職支援プログラムの実施を支援する。
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（２）診療科の偏在対
策、医科・歯科連携
のための事業　等

（３）女性医療従事者
支援のための事業
等

（１）　医師の地域偏
在対策のための事業
等
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35
新人看護職員の質の向上を図るための研修の実
施

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、新人
看護職員に対する臨床研修実施のための経費に対する支援を行う。

36 看護職員の資質の向上を図るための研修の実施
看護職員を対象とした資質向上を図るための研修等を開催するための
経費に対する支援を行う。

37
看護職員の負担軽減に資する看護補助者の活用
も含めた看護管理者の研修の実施

看護管理者向けに看護補助者の活用も含めた看護サービス管理能力の
向上のための研修を実施するための経費に対する支援を行う。

38 離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推進
地域の実情に応じた看護職員の離職防止対策を始めとした総合的な看
護職員確保対策の展開を図るための経費に対する支援を行う。

39
看護師等養成所における教育内容の向上を図るた
めの体制整備

看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任教員の配置
や実習経費など養成所の運営に対する支援を行う。

40 看護職員が都道府県内に定着するための支援
地域における看護職員確保のため、養成所における都道府県内医療機
関やへき地の医療機関等への看護師就職率等に応じた財政支援を行
う

41 医療機関と連携した看護職員確保対策の推進

地域の医療機関の看護職員確保の支援や看護職員の復職支援の促進を
図るため、ナースセンターのサテライト展開、効果的な復職支援プロ
グラム等の実施、都市部からへき地等看護職員不足地域への看護職員
派遣など看護師等人材確保促進法の枠組みを活用した看護職員確保の
強化を図るための経費に対する支援を行う。

42 看護師等養成所の施設・設備整備
看護師等養成所の新築・増改築に係る施設整備や、開設に伴う初度設
備整備、在宅看護自習室の新設に係る備品購入、修業年限の延長に必
要な施設整備に対する支援を行う。

43 看護職員定着促進のための宿舎整備
看護師宿舎を看護職員の離職防止対策の一環として個室整備に対する
支援を行う。

44
看護教員養成講習会の実施に必要な教室等の施
設整備

教員養成講習会の定員数の増加等に伴う教室等の施設整備に対する支
援を行う。

45 看護職員の就労環境改善のための体制整備
短時間正規雇用など多様な勤務形態等の導入や総合相談窓口の設置、
看護業務の効率化や職場風土改善の研修等を行うための経費に対する
支援を行う

46 看護職員の勤務環境改善のための施設整備
病院のナースステーション、仮眠室、処置室、カンファレンスルーム
等の拡張や新設により看護職員が働きやすい合理的な病棟づくりとす
るために必要な施設整備に対する支援を行う。

47 歯科衛生士・歯科技工士養成所の施設・設備整備
歯科衛生士、歯科技工士の教育内容の充実、質の高い医療を提供でき
る人材を育成するために必要な施設・設備の整備を行う。

48
地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬
剤師の確保支援

地域薬剤師会において、求職希望の薬剤師の氏名、勤務希望地域、勤
務条件などを登録し、薬剤師の確保が困難な、地域包括ケア等を担う
病院・薬局からの求めに対して、周辺地域に勤務する薬剤師の緊急派
遣などの協議・調整を行うための体制整備を支援する。
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（４）看護職員等の確
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49 勤務環境改善支援センターの運営

医師・看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指
し、PDCAサイクルを活用して勤務環境改善に向けた取組を行うための
仕組みを活用して勤務環境改善に取り組む各医療機関に対して総合
的・専門的な支援を行うために設置される「医療勤務環境改善支援セ
ンター」を都道府県が運営するための経費に対する支援を行う。

50
各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組
への支援（医療クラーク、ICTシステム導入、院内保
育所整備・運営等）

計画的に勤務環境の改善を行う医療機関に対して、医療クラーク・看
護補助者の配置などの医療従事者の働き方・休み方の改善に資する取
組、専門アドバイザーによる助言指導、業務省力化・効率化など勤務
環境改善に資するICTシステムの導入、院内保育所の整備・運営などの
働きやすさ確保のための環境整備など、改善計画を進める医療機関の
取組を支援する

51
有床診療所における非常勤医師を含む医師、看護
師等の確保支援

病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するため
に必要な医療等を提供するため、有床診療所において休日・夜間に勤
務する医師・看護師等を配置する。

52 休日・夜間の小児救急医療体制の整備

小児救急医の負担を軽減するため、小児科を標榜する病院等が輪番制
方式若しくは共同利用型方式により、又は複数の二次医療圏による広
域を対象に小児患者を受け入れることにより、休日・夜間の小児救急
医療体制を整備するために必要な医師、看護師等の医療従事者の確保
に必要な経費及び「小児救急医療拠点病院」の運営に必要な経費に対
する支援を行う

53 電話による小児患者の相談体制の整備

地域の小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進し、全国
どこでも患者の症状に応じた適切な医療が受けられるようにすること
を通じ、小児科医の負担を軽減するため、地域の小児科医等による夜
間の小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備するための経費に
対する支援を行う

54 後方支援機関への搬送体制の整備

救急や小児周産期の医師の負担を軽減するため、高次医療機関におい
て不安定な状態を脱した患者を搬送元等の医療機関に救急自動車等で
搬送する際の経費に対する支援を行う。また、受入医療機関に積極的
に受け入れるためのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置を支援する。
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平成26年度から30年度までの神奈川県計画に位置づけた事業一覧

区
分

計画
年度

事業名 概要 実施主体

病床機能の確保

H27
H28
H29

急性期及び療養病床等から地域包括ケア病床及び回復期リハビ
リテーション病床への転換を行う医療機関の施設・設備整備に
対して助成する。

医療機関

H28
H29
H30

地域医療構想について周知することにより、病床の機能分化・
連携、病床転換等を促進するため、地域の医療機関等に向けた
セミナーや普及啓発等を実施する。

県

H28
リハビリテー
ション拠点再整
備事業

本県のリハビリテーションの拠点である神奈川リハビリテー
ション病院の再整備を行い、回復期病床等において今後必要と
なる人材の育成や、地域リハビリテーション機能の強化を図
る。

県

H29
横浜構想区域病
床機能分化・連
携促進事業

地域の中核として高度急性期・急性期機能を担う横浜市立市民
病院の、地域医療構想達成に向けて必要な再整備・機能強化の
ための施設整備費に対して補助を行う。

横浜市

病床機能の連携体制構築

医師及び看護師等に対して複数の病棟で質の高い医療を提供で
きるような人材の育成・確保のための研修を医師会や看護協会
等の医療関係団体へ委託する等して実施する。

県

病院・診療所間での連携や在宅医療・介護の連携、情報共有を
図るための、情報システムを導入する。

県医師会

H27
H30

病院・診療所間、地域の医療機関間や関係機関との連携を促進
するため、地域連携クリティカルパス等の普及に向けて、モデ
ル地域における協議会や、医療機関や薬局等への研修会などを
実施する。

県

H27
緩和ケア推進事
業

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地
域において総合的に確保するため、病床の機能分化、連携を推
進するための施設・設備の整備として緩和ケア病棟整備や地域
における緩和ケア体制の充実のためのネットワークの構築・運
営を支援する事業に対して、その経費の一部を助成する。

医療機関
（「がん診療
連携拠点病
院」を除く）

在宅医療の体制構築、在宅医療を担う人材の確保・育成

H26
H28
H30

・在宅医療・介護関係者等で構成する「在宅医療推進協議会」
　を開催し、在宅医療に係る課題の抽出、好事例の共有等を
　行う。
・広域自治体として、在宅医療の推進のため、県全域または保
　健福祉事務所単位での研修、普及啓発事業などを実施する。

県

H26
H28

・市町村が郡市区医師会と連携し、郡市区医師会単位で在宅医
　療連携拠点を整備する事業に対し助成する。
・在宅医療連携拠点を整備する市町村及び郡市区医師会に対し
　て、県内先行事例におけるノウハウや課題を共有し、普及を
　図る。

県、市町村

H26
H30

在宅医療を担う医師やかかりつけ医等、地域の医師における看
取りと検案についての研修会を開催する。

県、横浜市立
大学

H27

県内において、広域的または補完的に在宅医療施策を推進する
ため、在宅医療に係る必要な情報共有手段の構築、必要な研修
などの事業に係る経費に対して助成する。
・ 在宅医療トレーニングセンター事業
・ 郡市区医師会が実施する在宅医療の推進に資する事業

県、県医師
会、郡市医師
会

H28
退院支援を担う医療機関の医療ソーシャルワーカー等と、在宅
療養移行を支援する在宅側のケアマネジャー等の人材育成、連
携強化のための研修の実施に対して補助する。

県医療ソー
シャルワー
カー協会

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携

在
宅
医
療
の
提
供
体
制
の
整
備
・
充
実

病床機能分化・
連携推進基盤整
備事業

病床機能分化・
連携推進基盤整
備事業

H27

在宅医療施策推
進事業

【別紙２】
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H26
H29
H30

在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護のニーズに対応
するため、訪問看護に関する課題及び対策を検討するととも
に、在宅医療に関わる質の高い看護職員の育成のための研修を
行う。
ア 訪問看護推進協議会の開催
イ 研修等の実施
　・訪問看護ステーション・医療機関勤務看護師相互研修
　・訪問看護管理者研修

県、県看護協
会、県訪問看
護ステーショ
ン協議会

H27
訪問看護に従事している看護職員を対象とし、離職防止を目的
とした研修に係る経費に対し助成する

横浜市

H29
訪問看護ステー
ション研修事業

県内各地域において、新設や小規模な訪問看護ステーションで
あっても訪問看護師を育成できるよう、人材育成が充実する訪
問看護ステーションを「教育支援ステーション」に位置付け、
個々の看護師等が有する経験等に応じて実践的な研修や指導を
行うことができる仕組みを整備する。

県内の訪問看
護事業者等

H26
H30

地域リハビリ
テーション連携
体制構築事業

ア　神奈川県リハビリテーション支援センターに委託し、次の
　事業を行う。
　・リハビリテーション従事者、利用者に向けた相談対応・情
　　報提供
　・リハビリテーション従事者、利用者やその家族を対象とし
　　た研修
イ　地域リハビリテーションを推進するため協議会を開催

県、県総合リ
ハビリテー
ション事業団

在宅歯科医療における口腔ケア等の充実・医科や介護との連携強化に関する事業

H26
H29
H30

在宅歯科医療連
携拠点運営事業

ア 在宅歯科医療中央連携室を設置し、情報提供、広報活動、講
　習会、研修会、在宅患者や障害者等の搬送モデル事業、診療
　情報ツール・請求事務情報ツールの開発・配布等の事業を行
　う。
イ 在宅歯科医療地域連携室を設置し、情報提供、広報活動、講
　習会、研修会、高度な歯科医療機器の配備・貸出等の事業を
　行う。
ウ 在宅歯科医療連携室が直轄する診療所を設置し、その地域に
　おける在宅患者に対する歯科診療を実施する。

県、県歯科医
師会

H26
H27
H30

在宅歯科診療所
設備整備事業

在宅歯科医療を実施する歯科医療機関の在宅歯科医療用機器等
の整備に係る経費及び整備を行う機器等に係る検討のため開催
する委員会の経費に対し助成する。

県歯科医師会

H27
かかりつけ歯科
医普及定着推進
事業

かかりつけ歯科医を持ち、歯と口腔の継続的な健康づくりを推
進するため、高齢者の入居率が高い団地等の住民を対象に、歯
科検診・相談・保健指導を実施する。

県、県歯科医
師会

H30
口腔ケアによる
健康寿命延伸事
業

・有識者で構成する検討会を開催し、事業の企画、調整、結果
　の分析等を行う。
・特定地域の高齢者を対象に、オーラルフレイルに係る検査を
　実施し、結果に応じた指導及び口腔機能の再評価を行うこと
　をきっかけに、かかりつけ歯科医として、継続的に地域の高
　齢者のオーラルフレイル対策に取り組むとともに、在宅歯科
　医療における介護重度化や全身疾患重症化の予防に取り組む
　体制整備を行う。
・専門職を対象とした研修を行う。

県、県歯科医
師会

薬剤師の医薬品等の適切な取扱いや在宅医療の知識向上に関する事業

H26
H30

訪問薬剤管理指導を行うことができる薬局を増やすために研修
を行うとともに、在宅対応が可能である薬局を周知する事業及
び在宅における褥瘡対策の研修を実施する事業を行う団体に対
し補助する。

H26
各地域（概ね保健所管内の単位）で使用する医療用麻薬及び衛
生材料等の規格、品目等を統一できるように具体例を作成し、
各地域での協議を支援する事業を行う団体に対し補助する。

小児の在宅医療の連携体制構築に関する事業

H27
H30

小児等在宅医療
連携拠点事業

在宅療養を行う医療依存度の高い小児等やその家族が地域での
療養生活を支える体制を構築する。

県、県立こど
も医療セン
ター

地域で支える認知症支援及び精神疾患ネットワークの構築に関する事業

H26
精神科医療強化
事業費

県内の精神科病院が加入する神奈川県精神科病院協会に対し
て、各病院が開催する退院支援委員会へ地域援助事業者等を招
聘する経費について補助する。

県精神科病院
協会

県薬剤師会、
県病院薬剤師

会等

訪問看護推進支
援事業

在宅医療（薬剤）
推進事業費補助



区
分

計画
年度

事業名 概要 実施主体

医師の確保・養成

H26
H28
H30

集団研修や医業分野アドバイザーを派遣することにより、医療
機関が自主的に行うマネジメントシステムに基づく、勤務環境
改善への取組みを支援する。

県

H26
H28
H29
H30

横浜市立大学に新たに設置する総合診療医学教室の体制整備及
び総合診療医育成のための指導医等の配置に係る経費について
支援する。

横浜市立大学

H26

医師の事務作業の負担軽減を図り、医師が専門性を要する業務
に専念できる医療環境を整備するため、県内４医科大学が行う
医師事務作業補助者を附属病院に配置する事業に係る経費に対
して支援する。

横浜市立大
学、北里大
学、聖マリア
ンナ医科大
学、東海大学

H26
H29
H30

北里大学、聖マリアンナ医科大学及び東海大学における地域医
療医師育成課程の学生を対象とした修学資金貸付制度（卒後９
年間以上県内の医療機関の指定診療科の業務に従事した場合、
返還免除）に基づき、修学資金の貸付を行う。

神奈川県

現職の勤務医等の継続的就労の促進に資するため、産科医師等
に分娩手当を支給する分娩取扱施設に対して助成を行う。

分娩取扱施設

産婦人科専門医の取得を目指す産婦人科専攻医を受け入れてお
り、産婦人科専攻医の処遇改善を目的とした研修医手当等の支
給を行う医療機関に対して補助を行う。

公益社団法人
日本産科婦人
科学会が指定
する専攻医指
導施設

横浜市立大学における産科等医師育成課程の学生を対象とした
修学資金貸付制度（卒後９年間以上県内の医療機関の指定診療
科の業務に従事した場合、返還免除）に基づき、修学資金の貸
付けを行う。

県

H26
H27
H28

帝王切開術のために待機する産科医師を確保する経費に対して
助成する。

帝王切開術を
行う分娩取扱
医療機関

H27
臨床研修医確
保・定着支援事
業

医学生を対象に県内臨床研修病院による合同説明会を開催する
と共に、確保した臨床研修医に対するオリエンテーションを開
催する。

県、医療関係
団体

H27
産科医師確保支
援事業

産婦人科医の県内の定着を図るため、医学生及び研修医を対象
とした産婦人科医師を確保するための研修会の開催等に必要な
経費に対して支援を実施する。

県産科婦人科
医会、横浜市
立大学、北里
大学、聖マリ
アンナ医科大
学、東海大学

H26
H28
H29
H30

病院群輪番制運
営費

市町村域を超えた広域ブロック内で病院が協同で輪番方式によ
り（拠点病院が拠点方式により）休日・夜間の入院加療を必要
とする中等症又は重症の小児救急患者や初期救急医療施設から
の小児転送患者の医療を確保するため、小児救急医療に必要な
医師、看護師等の確保に必要な経費の助成を行う。

小児二次輪番
病院、小児拠
点病院

H26
H28
H29

小児救急医療相
談事業

夜間等における子どもの体調や病状に関し、保護者等がすぐに
医療機関を受診させたほうがよいか判断に迷った場合に、電話
により看護師等が必要な助言や医療機関等の案内を行う。

神奈川県

H27
女性医師等就労
支援事業

女性医師等の離職防止等を図るため、仕事と家庭の両立ができ
る働きやすい職場環境の整備などの経費に対して支援する。

女性医師等の
就業支援を実
施する医療機
関

H26
H27
H28
H30

医
療
従
事
者
の
確
保
・
養
成

医師等確保体制
整備事業

産科等医師確保
対策推進事業



区
分

計画
年度

事業名 概要 実施主体

看護職員の確保・養成
H26
H28
H29
H30

看護師等養成所に対して、教員、事務職員人件費等の運営費を
助成する。

民間立看護師
等養成所等

H26
H28
H29

看護師等養成所の新築、増改築（移改築及び模様替えを含
む。）に要する工事費又は工事請負費に対して助成をする。

民間立看護師
等養成所等

H26
H29
H30

・看護教育の経験豊富な教育指導者を実習受入施設に派遣し、
　受入体制の整備や実習指導者の育成をする。
・看護実習の受入体制の充実化を促し、学生の受入拡充を図る
　施設に対して、支援を行う。

神奈川県、県
内医療機関等

H26
H27
H28
H30

保育室を運営する医療機関に対し、規定された人数の保育士人
件費相当を補助する。また、24時間保育・病児等保育・緊急一
時保育・児童保育・休日保育に対する加算を行う。

H26
H28
H30

病院内保育所として必要な新築、増改築及び改修（既存の病院
内保育所の改修は除く）に要する工事費又は工事請負費に対し
て助成をする。

県内の病院等が、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得
するために実施する研修に対して、必要な経費を補助する。

自施設で研修を実施することが難しい県内の中小病院等を対象
に、新人看護職員の研修の機会を確保するとともに、研修担当
者等の育成のための研修を行う。

H26
H28
H29

県内の病院等における新人看護職員の研修環境の向上を目的と
して、地域単位での病院等間の連携や活性化についての方策・
調整等に関する協議会を開催する。

県、新人看護
職員研修を実
施する病院等

H26
H28
H29
H30

看護職員実践能
力強化促進事業

医療の高度化・専門分化、少子高齢社会の進展、多様化する医
療ニーズなど看護を取り巻く課題への対応策を検討し、必要な
施策の企画を行うとともに、看護のニーズに対応できる看護人
材を育成するための研修を実施する。
ア 看護職員資質向上推進委員会
イ 資質向上推進研修事業

県、県立保健
福祉大学

H26
H28
H29
H30

看護実習指導者
等研修事業

神奈川県実践教育センターにおいて、専任教員、実習指導者等
を養成する講座を開講するとともに、水準の高い看護を実践で
きる認定看護師等の育成講座を実施する。

県

H26
訪問看護師養成
促進事業

潜在看護職員に対して訪問看護の導入研修等を実施する。ま
た、現在、医療機関等に就業しており、これから訪問看護に従
事する予定の看護職員（従事している者も含む）に対し、訪問
看護の養成研修を実施する。

県

H26
H28
H29
H30

潜在看護職員再
就業支援事業

ア 県ナースセンターにおいて、離職看護職員等の届出制度の促
　進、届出者への情報発信、求人・求職情報の分析、ハローワ
　ークとの連携など機能強化を図り、離職看護職員の再就業を
　促進する。
イ 潜在看護職員に対して普及啓発を行うとともに、離職した看
　護職員の地域の医療機関・福祉施設等への再就業を促すため、
　再就業支援セミナー及び復職相談会を実施する。また、職場
　見学や研修を実施する医療機関や福祉施設等を募り、セミナ
　ー等の参加者に対して当該研修等への参加を促し、再就業の
　促進を図る。

県、県看護協
会

H26
H29

看護職員職場環
境整備支援事業

ア　多様な勤務形態の導入や運用に関する総合相談窓口を開設
　し、さらに問題解決のため病院等に勤務環境づくりの支援の
　ため、アドバイザーの派遣や出前講座を開催する。
イ　民間病院における看護職員の職場環境の改善を目的とする
　改修等の施設整備に対して補助する。

ア　神奈川県
イ　民間病院

H26
H28
H29
H30

院内保育所支援
事業

院内保育所を
運営する病院
等

新人看護職員
研修を実施す
る病院等

看護師等養成支
援事業

新人看護職員研
修事業



区
分

計画
年度

事業名 概要 実施主体

H27
H30

重度重複障害者
等支援看護師養
成研修事業

看護師を対象として、医療ケアが必要な重度重複障害者等に対
する看護について、福祉現場での実習や特定の専門分野に関す
る知識と技術を習得する研修を実施することで、障害福祉サー
ビス事業所等や入所施設において必要な重度重複障害者等のケ
アを行う専門看護師の養成確保、人材の定着を図る。また、あ
わせて福祉現場の第一線における看護の必要性について普及啓
発を図る。

県、県看護協
会

H27
H29

看護専任教員養
成・確保支援事
業

・看護専任教員に興味のある看護師を対象に、看護師養成・看
　護教育の現状等を知る研修等を実施し、さらに受講した看護
　師を対象に、看護師等養成所への就職に結びつける事業を実
　施する。
・専任教員の資格を有しない養成所の所属職員へ、専任教員養
　成課程を受講させ、資格の取得を促す養成所に対し、受講者
　の代替職員に係る人件費を助成する。

県、看護師等
養成所

歯科関係職種の確保・養成

H27
がん診療口腔ケ
ア推進事業

地域を含めた医療従事者が、がん患者の口腔ケアに関する基本
的知識や必要性を理解し、がん患者に対する口腔ケアの実施を
推進するため、歯科医師会と連携協力して、院内でがん診療に
携わる医療従事者や地域の医師・歯科医師等を対象とした研修
会を開催する「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診
療連携指定病院」に対して、その経費の一部を助成する。

がん診療連携
拠点病院、県
がん診療連携
指定病院

H27
地域口腔ケア連
携推進事業

病院に入院する患者への適切な日常口腔ケアの実施体制を構築
するため、当該区域の病院に勤務する病院看護職等を対象に、
日常的な口腔ケアに関する知識及び技術を学ぶ研修を実施す
る。

県

H26
H28
H29
H30

歯科衛生士・歯
科技工士人材養
成確保事業

歯科衛生士・歯科技工士の人材確保並びに今後一層重要となる
在宅歯科医療の人材育成のため、下記の事業に対する補助を県
歯科医師会等に行う。
ア 歯科医療従事者確保事業
イ 歯科衛生士への在宅歯科医療教育の実施
ウ 歯科技工士養成校の機能強化

県歯科医師
会、県歯科衛
生士会等

H26
H28
H29
H30

歯科衛生士確保
育成事業

ア 離職歯科衛生士の復職を支援するため、講習会及び就業支援
　を実施する。
イ 在宅で療養する気管切開患者や嚥下障害者等への歯科保健医
　療を推進するため、県全域の歯科衛生士を対象に、在宅歯科
　治療及び口腔ケア実施時における口腔咽頭吸引の知識及び技
　術を学ぶ研修を実施する。

ア 県歯科医師
会
イ 県歯科衛生
士会

薬剤師の確保・養成

H26
薬剤師復職支援
事業費補助

離職している女性薬剤師や企業や公務員を退職した調剤経験の
無いあるいは少ない薬剤師を対象に、病院や薬局に復職できる
よう実務研修を実施する事業を行う団体に対し補助する。

県薬剤師会、
神奈川県病院
薬剤師会等

その他不足する医療人材の確保・養成に関する事業

H26
H28
H30

看護職員等修学
資金貸付金

将来、県内で看護職員等として従事する意志のある看護職員等
養成校在校生を対象に貸し付ける。

県

H27
H30

精神疾患に対応
する医療従事者
確保事業

ア　認知行動療法を看護場面で実践し、精神疾患をもつ患者の
　回復や再発予防の促進を支援する看護師の養成を図る。
イ　精神疾患を伴う身体疾患の救急患者が専門的な治療の提供
　を受けられるようにするため、中心的な役割を担う拠点病院
　が主体となり、身体科の医師等へ、患者の治療方法や対応方
　法についての知識の普及や知見の集積を図る。

ア　県精神科
病院協会
イ　県



（単位：千円）

公民
区分

事業
区分

横浜
川崎
北部

川崎
南部

相模原
横須賀
・三浦

湘南
東部

湘南
西部

県央 県西 その他
（全県対象）

計

Ⅰ 189,157     7,256        -             -             39,028      450          225,112     850,004     3             1,283        1,312,293  

Ⅱ 35,350      639          -             94            6,347        516          1,454        2,377        853          21,924      69,554      

Ⅲ 633,777     205,106     106,802     117,218     143,956     269,182     399,568     222,845     93,882      652,398     2,844,733  

計 858,284     213,001     106,802     117,312     189,331     270,148     626,134     1,075,226  94,737      675,604     4,226,580  

Ⅰ 640,892     102,150     74,269      7,742        129,658     232,983     99,855      322,967     9,586        1,914        1,622,017  

Ⅱ 401,453     37,911      52,435      34,931      111,699     81,765      99,596      121,320     59,810      169,480     1,170,400  

Ⅲ 2,312,488  340,735     115,625     241,716     235,236     327,652     252,688     370,773     358,564     381,289     4,936,764  

計 3,354,833  480,795     242,328     284,389     476,593     642,400     452,139     815,060     427,960     552,684     7,729,182  

Ⅰ 830,049     109,406     74,269      7,742        168,685     233,433     324,967     1,172,971  9,589        3,197        2,934,309  

Ⅱ 436,803     38,550      52,435      35,025      118,046     82,281      101,050     123,698     60,663      191,404     1,239,954  

Ⅲ 2,946,265  545,841     222,427     358,934     379,192     596,834     652,256     593,618     452,446     1,033,687  7,781,498  

計 4,213,117  693,797     349,130     401,701     665,923     912,548     1,078,273  1,890,287  522,698     1,228,288  11,955,761 

注）当基金における「公」の定義
・都道府県及び市町村
・医療法（昭和23年法律第205号）第31条に規定する公的医療機関及び国、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が開設した医療機関
・都道府県、市町村、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が開設した介護施設等

※　ただし、施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、事業の実施主体が「民」の場合、公民の別としては、「公」に計上する。

県内の地域別執行状況（地域医療介護総合確保基金（医療分）、平成26～30年度）

公

民

計

【別紙３】
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他県の事業区分Ⅰの活用事例（H30年度計画）

１　施設等の整備とあわせて医療従事者の確保・養成を行うもの

都道府県 事業名 事業概要 アウトプット又はアウトカム

1-1 東京都
地域医療構想推進
事業

地域医療構想に関して、不足する病床
の開設を行う医療機関に対し、開設前６
か月の準備に係る経費及び開設後1年
間の人件費の一部を補助

補助病院数：16病院

1-2 東京都
救急搬送患者受入
体制強化事業

都のモデル事業で救急外来に救急救
命士を配置することで救急依頼の不応
需が改善されたことを踏まえ、救急外来
に救急救命士を配置する際の人件費を
補助

補助対象施設：32施設

1-3 新潟県

病床の機能分化推
進のための医療介護
連携コーディネート
事業

病床の機能分化・連携を推進するため
に必要な情報を把握し、他病院との調
整などを行うコーディネーターを配置す
るために必要な経費を支援

コーディネーターを配置する医師
会数：16

1-4 新潟県

地域医療支援病院
やがん診療連携拠
点病院等の患者に
対する歯科保健医療
の推進

がん患者等の口腔ケア等の徹底のため
に急性期病床を有する病院に歯科医
師・歯科衛生士を派遣。また病院が退
院促進に向けたチーム体制を整備する
とともに、病院と歯科診療所の調整を担
うコーディネーターを配置

・派遣受入病院数：２病院
・チーム体制を整備する病院：２病
院
・配置されるコーディネーター数：19
名

1-5 富山県
医療介護連携体制
整備事業

医療、介護従事者、リハビリ専門職の多
職種による連携協議会等の開催

・医師・看護師・リハビリ専門職連携
協議会（２回200名）
・医療・介護連携協議会（８回200
名）
・医療介護連携研修会130名

1-6 福井県
病床の機能分化・連
携を推進するための
支援

回復期に転換する医療機関や転換予
定の医療機関で必要となる総合診療
医や救急医、内科医等の派遣・育成

医療機関への医師派遣数： 11 人

1-7 山梨県
医療機能多職種連
携促進事業

チーム医療における関係職種の調整役
を担う看護師を養成

養成人数：年間10 人

1-8 愛知県
医療介護連携体制
支援事業

在宅における受入能力を向上させるた
め、医療介護連携を進める上で必要と
なる多職種連携や職種別の研修を実施

12医療圏で研修を実施

1-9 三重県
多職種連携体制整
備事業

地域包括ケアの認識を深めるための研
修や医療体制整備に係る先進事例等
の情報共有のための事例報告会などを
開催

研修参加人数：300名以上

1-10 滋賀県
がん診療体制整備
事業

がん診療高度中核病院が、がん診療連
携拠点病院やがん診療連携支援病院と
連携して実施する資質向上講習・研修
会の支援等

研修会等開催回数：５回

1-11 京都府
病床機能転換推進
事業

地域包括ケアシステムの構築のために、
転換後の医療機関で必要となるリハ医
や看護職を確保するための取組を支援

・R5のリハビリテーション医師：201
名
・相互人材派遣の件数：７名
・最先端放射線治療に対応できる
医療従事者の養成数：16名

1-12 鳥取県
病床機能分化を促
進するための体制整
備支援事業

病院等の医療関係者のキャリアパスとし
て、病床機能分化・転換に伴い多様な
医療看護の場で働くことを意識した研
修・教育を支援

医療介護連携等人材の育成：200
名

1-13 鳥取県
医療介護連携体制
整備事業

多職種連携や各専門職の質の向上及
び医療介護連携を支える人材育成を目
的とする研修実施に必要な経費を支援

研修受講者：200名

1-14 岡山県
医療介護連携体制
整備事業

地域医療構想・地域包括ケア研究会や
多職種他機関連携研修会の開催。ま
た、医療介護連携コーディネーターの
配置

・研究会参加人数：120名
・研修会参加人数：220名

【別紙４】
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1-15 岡山県
医療介護連携体制
整備事業

多職種によるWGを組成し情報収集や
課題解決策の検討等を実施。また、医
療介護連携推進コーディネーターの養
成・配置や多職種連携研修会の実施

・医療介護連携推進コーディネー
ターの養成：15名
・研修会参加人数300名

1-16 岡山県
地域連携・多職種協
働周術期管理モデ
ル普及事業

高度急性期病院と連携する病院間の予
後情報管理モデルの構築と普及および
術後回復プログラムの作成と多職種対
象の研修実施

・モデル事業の実施：１医療機関
・研修参加者年100名

1-17 岡山県

がん診療連携拠点
病院、地域がん診療
連携病院等のがん
患者に対する歯科保
健医療の推進

がん診療連携拠点病院への歯科医師・
歯科衛生士の配置および地域がん診療
連携拠点病院等への歯科医師・歯科衛
生士の派遣

派遣受入病院数：5病院

1-18 長崎県
回復期機能を支える
医療機関の支援事
業

回復機能の強化や転換を促進する医療
機関が、回復期病棟の運営に必要な専
門性の高い看護師を育成するための研
修費用を支援

支援する医療機関：４箇所

２　回復期の病床の確保を図るため有床診療所の施設・設備整備を行うもの

都道府県 事業名 事業概要 アウトプット又はアウトカム

2-1 静岡県
有床診療所療養環
境整備等事業費助
成

在宅における急変時や病院からの受入
れなど、地域における重要な回復期機
能を担う有床診療所の施設整備、設備
整備事業に対して助成

施設及び設備整備：６ 施設

2-2 静岡県
有床診療所後方支
援体制整備事業

在宅における急変時や病院からの受入
れなど、地域における重要な地域包括
ケアを担う有床診療所のうち、未稼働病
床がある診療所が新たに夜間・休日対
応のために雇用する医師・看護師の人
件費に対して助成

施設及び設備整備：５施設

３　医師、歯科医師、薬剤師などの連携を推進するもの

都道府県 事業名 事業概要 アウトプット又はアウトカム

3-1 宮城県
院内口腔管理体制
整備事業

地域医療支援病院やがん診療連携拠
点病院等の患者に対して全身と口腔機
能の向上を図るため，歯科衛生士を配
置し，患者の口腔管理を行う

・がん及び糖尿病における医療歯
科連携に向けた講習会等の参加
者：300名
・歯科衛生士の配置：６病院

3-2 新潟県

病床の機能分化推
進のための薬剤師に
よる退院促進服薬支
援推進事業

県薬剤師会が医師等と連携し、薬学的
観点から心身の状態等に基づいた継続
的な服薬支援を行う知識・技術を有する
薬剤師を養成し、体制を整備

研修の受講者数：100 人

3-3 長野県
周術期等病床機能
補助事業

術後の誤嚥性肺炎・感染症の予防や、
地域の歯科口腔外科併設病院と郡市
歯科医師会等が連携した退院後の生活
支援など、周術期口腔機能管理体制の
整備を目的とした、病院における設備整
備に対して補助

事業実施病院での周術期口腔機
能管理料算定件数：10 件／１か月

3-4 福岡県
周術期口腔ケア連携
支援事業

がん診療拠点病院以外の病院と地域歯
科診療所との連携のコーディネートのた
めに周術期口腔ケア連携支援センター
を設置して歯科専門職を配置。また歯
科専門職およびその他医療関係者を対
象とした研修会を開催

・周術期口腔ケア推進のための病
診連携事業についての専属歯科専
門職２名を県歯科医師会に配置
・研修会参加者数120名以上

3-5 鹿児島県
患者口腔管理推進
事業

地域の歯科医師会等から歯科衛生士を
派遣し，脳卒中やがん等の入院・外来
患者に対して，口腔ケアや退院時支援
を実施

週１回程度の口腔ケア等の実施
（各病院年間52 回）

3-6 鹿児島県
入院患者口腔ケア等
推進体制整備事業

地域の歯科医師会と協力・連携を図りな
がら、入院患者の口腔管理及び歯科衛
生士による口腔ケア、看護師等へ口腔
ケア実技研修を実施

・研修会の実施：３回
・歯科衛生士による口腔管理患者
数50名
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